
 

 令和５年度山梨県労働委員会における労働相談等の概況について  
 

   

令和５年度における労働相談（出張、電話及び来庁）の概況、並びに労使紛争のあっせんにつ

いて取りまとめましたので、お知らせします。 

山梨県労働委員会は、労働委員会制度のさらなる認知度向上を図りながら、職場のトラブル等

の労働に関する問題の解決に向け、引き続き取り組みを進めます。 

 

 

１ 労働相談の概況について 

（１）  令和５年度における山梨県労働委員会の労働相談件数は 259 件であり、令和４年度の

185 件に比べ 40％増加している（労働相談を開始した平成 22 年度以降最高件数）。 

（２） 相談者の雇用形態では、正社員以外が 139 件（全体の 53.7%）と最も多くなっている。 

相談内容別では、多い順に、「職場の人間関係」82 件（全体の 25.6%）、「賃金」57 件（全体

の 17.8%）、「労働時間、休日、休暇」51 件（全体の 15.9%）、「解雇、退職勧奨」26 件（全体の

8.1%）、「退職、退職金」26 件（全体の 8.1%）となっている。 

（３） 主な相談事例は、次のとおり。 

①  「職場の人間関係」では、労働者からは、上司または同僚によるパワーハラスメント 

行為や嫌がらせ行為など、使用者からは、パート社員を指導する際の留意事項について 

②  「賃金」では、未払い賃金、一方的な給与引き下げ、給与振り込みに係る振込手数料 

など、使用者からは、未払いと主張する残業代の請求について 

③  「労働時間、休日、休暇」では、労働者からは、有給休暇の付与、シフトの配慮、休憩時

間など、使用者からは、休憩時間を取得したがらない従業員について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 労使紛争のあっせん申請について 

令和５年度にあった労使紛争に係るあっせん申請は５件であり、内容については次の 

とおり。 

 業種 あっせん事項 申請日 調整回数 終結区分 

1 医療、福祉 解決金の支払い R5.4.25 1 取下 

2 農業 

解雇等の整理、解決金

支払いによる事案の解

決 

R5.8.8 1 解決 

3 製造業 

雇止め及びパワハラ行

為に係る慰謝料の支払

い 

R5.9.15 － 不開始※ 

4 卸売業、小売業 

退職金、有給休暇の残

余分買上げ、立替金の

清算 

R5.9.19 2 解決 

5 
教育、学習支援

業 

未払い賃金及び慰謝料

の支払い 
R5.10.17 1 打切 

                                      ※被申請者のあっせん不応諾による 

【参考】 

〇労働相談件数、労使紛争のあっせん申請実績等 

(１)労働相談件数の推移 

ア 年間総件数 

年度 R5 R4 
対前年比 

増減数 増減率 

件数 ２５９ １８５ ７４ ４０．０％ 

イ 雇用形態別の推移 

年度 

雇用形態 
R5 R4 

対前年比 

増減数 増減率 

正社員 １１５ ８２ ３３ ４０．２％ 

正社員以外 １３９ ９６ ４３ ４４．８％ 

使用者 ５ ７ △２ △２８．６％ 

計 ２５９ １８５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）主な相談内容別の推移（1 回の相談で相談事項が複数にわたる場合があるため、相談件数とは一致しない） 

年度 

内容別 
R5 R4 

対前年比 

増減数 増減率 

職場の人間関係 ８２ ５０ ３２ ６４．０％ 

賃金 ５７ ２３ ３４ １４７．８％ 

労働時間、休日、休暇 ５１ ３４ １７ ５０．０％ 

解雇、退職勧奨 ２６ ２３ ３ １３．０％ 

退職、退職金 ２６ ２０ ６ ３０．０％ 

その他 ７８ ７８ －  

計 ３２０ ２２８ 

 

（３）主な相談事例 

〇労働者 

内容別 主な相談事例 

職場の人間関係 上司・同僚からのパワハラ・いじめ・嫌がらせについ

て                                      

賃金 賃金の未払い、会社の賃金体系、給与の引き下げ、

最低賃金について 

労働時間、休日、休暇 会社の有給休暇制度、退職時の年休消化、待機時

間の考え方について 

解雇、退職勧奨 契約期間中の解雇、退職勧奨、懲戒解雇、解雇予告

手当、雇い止めについて 

退職、退職金 退職方法、退職の意思表示、退職金の不払い、退職

理由について 

 

〇使用者 

内容別 主な相談事例 

職場の人間関係 パート社員を指導する際の留意事項について 

賃金 未払いと主張する残業代の請求について 

労働時間、休日、休暇 休憩時間を取得したがらない従業員について 

 

（４）労使紛争のあっせん申請実績 

年度 R5 R4 

新規件数 ５ ６ 

 

   （５）委員による労働相談会の開催 

     ラザウォーク甲斐双葉、河口湖ショッピングセンターＢＥＬＬ、山梨県庁内 

 

 

 



〇山梨県労働委員会の概要 

・ 労働委員会は、公益・労働者・使用者それぞれの立場を代表する１５名の委員で構成さ

れた、労働者と使用者との間のトラブルを解決するための専門的な県の行政機関である。 

・ 労働に関する様々な悩みや疑問（パワハラ、勤務条件の切り下げ、安易な雇用調整（解

雇、雇止め、派遣切り）など）について、解決に向けての情報提供や対応方法のアドバイス、

関係機関の紹介などを行っている。 

・ また、相談者が話し合いにより労働トラブルの解決を希望する場合は、あっせん員（労働

委員会の公益・労働者・使用者の立場を代表する委員の中から各１名ずつ３名）が、労働

者と使用者の間に入り、中立的な立場から自主的な解決が図られるよう援助を行う労使紛

争のあっせんも行っている。 

 


